
日 薬 業 発 第 2 0 号  

 平成 31 年 4 月 10 日  

  

都 道 府 県 薬 剤 師 会 会 長 殿 

  

                     日 本 薬 剤 師 会  

 会  長  山  本  信  夫 

  

 

麻薬小売業者の役員の変更届書等について 

 

 標記につきまして、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長よ

り別添のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

 これまで、麻薬及び向精神薬取締法第２条第８号に規定する麻薬取扱者が法

人又は団体である場合、業務を行う役員（以下、「役員」という）に変更があっ

た場合には、変更内容に係る届出書及び変更により新たに追加された役員の診

断書を提出することとされておりました。 

 今般、規制改革実施計画（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定）において、麻薬小

売業者の役員の変更届出書については厚生労働省において標準様式を作成し地

方自治体に通知すること等の措置を講じることが盛り込まれていたことを踏ま

え、麻薬小売業者の役員の変更届出書に係る標準様式、変更届出に併せて提出

する役員の診断書に係る標準様式について示されました（別添中別紙１および

別紙２）。 

 つきましては、貴会会員にご周知下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 
















